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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　股間部と、股間部の前側及び後側にそれぞれ延出する腹側部分及び背側部分とを有し、
　背側部分の各側部におけるウエスト側の部位及び脚周り側の部位にそれぞれ連結用突出
部が設けられるか、又は背側部分の各側部に、ウエスト側の連結用突出部及び脚周り側の
連結用突出部がミシン目を介して一体化された状態で設けられており、
　ウエスト側の連結用突出部及び脚周り側の連結用突出部に、腹側部分と着脱自在に連結
されるフック材を有する連結領域が設けられた、テープタイプ使い捨ておむつにおいて、
　ウエスト側の連結用突出部の連結領域は、前記フック材が複数の部分に分離された分離
部、又は前記フック材に形成された薄肉部が、先端側に向かって斜め上向きに当該連結領
域の端から端まで連続する易折り曲げ部を有しており、
　脚周り側の連結用突出部の連結領域は、前記フック材が複数の部分に分離された分離部
、又は前記フック材に形成された薄肉部が、先端側に向かって斜め下向きに当該連結領域
の端から端まで連続する易折り曲げ部を有している、
　ことを特徴とするテープタイプ使い捨ておむつ。
【請求項２】
　前記斜め上向きに連続する易折り曲げ部及び前記斜め下向きに連続する易折り曲げ部は
、幅方向に対する鋭角側交差角が３０～６０度である、請求項１記載のテープタイプ使い
捨ておむつ
【請求項３】
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　ウエスト側の連結用突出部の連結領域及び脚周り側の連結用突出部の連結領域は、前記
フック材が複数の部分に分離された分離部、又は前記フック材に形成された薄肉部が、幅
方向に沿って当該連結領域の端から端まで連続する易折り曲げ部を有しており、かつ
　前記斜め上向きに連続する易折り曲げ部、前記斜め下向きに連続する易折り曲げ部、及
び幅方向に沿って連続する易折り曲げ部以外の方向に沿う易折り曲げ部を有しない、請求
項１又は２記載のテープタイプ使い捨ておむつ。
【請求項４】
　股間部と、股間部の前側及び後側にそれぞれ延出する腹側部分及び背側部分とを有し、
　背側部分の各側部におけるウエスト側の部位及び脚周り側の部位にそれぞれ連結用突出
部が設けられるか、又は背側部分の各側部に、ウエスト側の連結用突出部及び脚周り側の
連結用突出部がミシン目を介して一体化された状態で設けられており、
　連結用突出部に、腹側部分と着脱自在に連結されるフック材を有する連結領域が設けら
れた、テープタイプ使い捨ておむつの製造方法において、
　連結用突出部を製造するにあたり、
　連結用突出部を形成する基材にフック材を貼り付け、
　フック材を基材に貼り付けた後、基材を切断せずにフック材のみを所定方向に連続的に
切断するか、又はフック材を基材に貼り付ける前若しくは貼り付けた後、フック材に、所
定の方向に連続する易切り裂き線を形成し、
　その後、フック材の切断の方向又は易切り裂き線の方向と交差する方向に、基材及びフ
ック材を引っ張り、基材を延伸させるとともにフック材を切断の位置又は易切り裂き線の
位置で分離し、分離部で分離された複数のフック材を有する連結領域を備えた連結用突出
部を製造する、
　ことを特徴とするテープタイプ使い捨ておむつの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テープタイプ使い捨ておむつ及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的なテープタイプ使い捨ておむつは、前後方向中央から前側に延在する腹側部分と
、後側に延在する背側部分とを有し、背側部分の両側部から突出する連結用突出部を有し
、身体への装着に際して、連結用突出部を腰の両側から腹側外面に回して腹側外面に連結
する構造を有している（例えば特許文献１，２参照）。
【０００３】
　このようなテープタイプ使い捨ておむつは、乳幼児向けとして用いられる他、介護用途
（成人用途）で広く使用されているが、ウエスト周り及び脚周りが緩みやすいという問題
点を有している。
【０００４】
　このため、従来、背側部分の各側部におけるウエスト側の端部及び脚周り側の端部にそ
れぞれ連結用突出部を設け（例えば特許文献１の図８に示される例を参照。）、ウエスト
側の連結用突出部と脚周り側の連結用突出部とを交差させ、ウエスト側の連結用突出部を
斜め下向きに引っ張りつつ連結することによりウエスト周りをしっかりと締め付けるとと
もに、脚周り側の連結用突出部を斜め上向きに引っ張りつつ連結することにより脚周りを
しっかりと締め付ける、いわゆるクロス止めが推奨されている。
【０００５】
　また、同様の装着形態を可能にするものとして、一体的な連結パネルの先端側が二股に
分かれて上下一対の連結用突出部が形成された二股構造のものも知られている（例えば特
許文献１の図９に示される例を参照。）。
【０００６】
　さらに、ミシン目により連結パネルの先端側を上下二段に分割して上下一対の連結用突
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出部を形成することも提案されている（特許文献１、２参照）。以上の解決手法は、連結
用突出部を上下一対設ける点で共通するものである。
【０００７】
　また、連結用突出部を上下一対設けるとともに、各突出部を幅方向に弾性伸縮可能とし
たものも提案されている（特許文献２参照）。
【０００８】
　他方、これらテープタイプ使い捨ておむつにおいて、連結用突出部を腹側外面に連結す
る連結領域には、粘着剤が設けられることもあるが、粘着剤は係止力が弱く、繰り返して
係止すると粘着力が低下するため、現在ではメカニカルファスナー（面ファスナー）のフ
ック材（オス材）が設けられることが多くなっている。フック材は、シート状の基部の表
面にＪ字状やキノコ状のピンが多数形成されているものであり、全体が樹脂で形成されて
いるものである。
【０００９】
　しかし、フック材は硬質な部材である。また、上下一対の連結用突出部を腹側部分に連
結した場合、フック材が前後方向に並び、腹側部分の連結領域に占めるフック材の前後方
向寸法が長くなる。つまり、装着状態では、変形しにくい連結領域が前後方向に長く形成
されることになる。よって、例えば装着状態で仰臥位から座位に変わるとき等のように、
腹部を折り曲げ、腹側部分に幅方向に延びる皺が発生したときには、図１１（ａ）に示す
ように、フック材９を有する連結領域５ｃが腹側部分Ｆの皺に追従して変形しにくいため
に、フック材９の前後方向の端部が捲れる等、フック材９の部分的剥離（図中点線で囲ん
だ部分）が発生しやすくなるという問題点がある。特に、クロス止めをした場合は、フッ
ク材が傾斜姿勢となり、前後方向寸法が長くなることにより、連結領域の前後方向の追従
変形性が大きく低下する。
【００１０】
　フック材による硬質化については、フック材を分割することにより、柔軟性を向上させ
ることが知られている（例えば特許文献３，４参照）が、これを上下一対の連結用突出部
に適用したとしても、クロス止め時に連結領域の前後方向の追従変形性が低下することに
変わりはない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特許第４６８３５２２号公報
【特許文献２】特開２０１０－０２２５８７号公報
【特許文献３】特開２００４－３４４５１５号公報
【特許文献４】特表平１１－５０７２８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　そこで、本発明の主たる課題は、フック材を有する連結用突出部を上下一対備えたテー
プタイプ使い捨ておむつにおいて、クロス止めしたときの連結領域の前後方向の追従変形
性を改善することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決した本発明の代表的態様は以下のとおりである。
　＜第１の態様＞
　股間部と、股間部の前側及び後側にそれぞれ延出する腹側部分及び背側部分とを有し、
　背側部分の各側部におけるウエスト側の部位及び脚周り側の部位にそれぞれ連結用突出
部が設けられるか、又は背側部分の各側部に、ウエスト側の連結用突出部及び脚周り側の
連結用突出部がミシン目を介して一体化された状態で設けられており、
　ウエスト側の連結用突出部及び脚周り側の連結用突出部に、腹側部分と着脱自在に連結
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されるフック材を有する連結領域が設けられた、テープタイプ使い捨ておむつにおいて、
　ウエスト側の連結用突出部の連結領域は、先端側に向かって斜め上向きに連続する易折
り曲げ部を有しており、
　脚周り側の連結用突出部の連結領域は、先端側に向かって斜め下向きに連続する易折り
曲げ部を有している、
　ことを特徴とするテープタイプ使い捨ておむつ。
【００１４】
　（作用効果）
　本発明のテープタイプ使い捨ておむつでは、クロス止めしたとき、ウエスト側の連結用
突出部の連結領域の易折り曲げ部、及び脚周り側の連結用突出部の連結領域の易折り曲げ
部がともに、幅方向又はそれに近い傾斜方向に沿う配置となるため、連結領域が前後方向
変化に追従して折れ曲がりやすくなる。よって、クロス止めした装着状態で、腹部を折り
曲げ、腹側部分におけるフック材の連結領域に幅方向に延びる皺が発生したときでも、連
結領域が腹側部分の皺に追従して変形しやすくなり、フック材の部分的剥離が発生しにく
くなる。なお、「先端側に向かって斜め上向き」とは、先端側に向かうにつれてウエスト
側に位置する方向を意味し、「先端側に向かって斜め下向き」とは、先端側に向かうにつ
れて脚周り側に位置する方向を意味する。
【００１５】
　＜第２の態様＞
　前記斜め上向きに連続する易折り曲げ部及び前記斜め下向きに連続する易折り曲げ部は
、幅方向に対する鋭角側交差角が３０～６０度である、第１の態様のテープタイプ使い捨
ておむつ
【００１６】
　（作用効果）
　易折り曲げ部の傾斜角度は、連結用突出部の突出長さ等に応じて適宜定めれば良いが、
通常の場合、上記範囲内とすることにより、クロス止めしたときに易折り曲げ部が幅方向
に近くなりやすくなる。
【００１７】
　＜第３の態様＞
　ウエスト側の連結用突出部の連結領域及び脚周り側の連結用突出部の連結領域は、幅方
向に沿って連続する易折り曲げ部を有しており、かつ前記斜め上向きに連続する易折り曲
げ部、前記斜め下向きに連続する易折り曲げ部、及び幅方向に沿って連続する易折り曲げ
部以外の方向に沿う易折り曲げ部を有しない、第１又は２の態様のテープタイプ使い捨て
おむつ。
【００１８】
　（作用効果）
　このような幅方向に沿って連続する易折り曲げ部を有することにより、クロス止めせず
に、ほぼ幅方向に沿う姿勢で連結用突出部を腹側部分に連結したときでも、連結領域の前
後方向の追従変形性が良好となる。
【００１９】
　＜第４の態様＞
　前記易折り曲げ部は、前記フック材が複数の部分に分離された分離部が位置する部分で
ある、第１～３のいずれか１つの態様のテープタイプ使い捨ておむつ。
【００２０】
　（作用効果）
　易折り曲げ部がこのようなフック材の分離部が位置する部分である（つまり複数のフッ
ク材が間隔を空けて又は空けずに並んでいる）と、追従変形性に優れるため好ましい。
【００２１】
　＜第５の態様＞
　前記易折り曲げ部は、前記フック材に形成された薄肉部が位置する部分である、第１～
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３のいずれか１つの態様のテープタイプ使い捨ておむつ。
【００２２】
　（作用効果）
　易折り曲げ部がこのようなフック材の薄肉部が位置する部分であると、製造が容易とな
るため好ましい。
【００２３】
　＜第６の態様＞
　股間部と、股間部の前側及び後側にそれぞれ延出する腹側部分及び背側部分とを有し、
　背側部分の各側部におけるウエスト側の部位及び脚周り側の部位にそれぞれ連結用突出
部が設けられるか、又は背側部分の各側部に、ウエスト側の連結用突出部及び脚周り側の
連結用突出部がミシン目を介して一体化された状態で設けられており、
　連結用突出部に、腹側部分と着脱自在に連結されるフック材を有する連結領域が設けら
れた、テープタイプ使い捨ておむつの製造方法において、
　連結用突出部を製造するにあたり、
　連結用突出部を形成する基材にフック材を貼り付け、
　フック材を基材に貼り付けた後、基材を切断せずにフック材のみを所定方向に連続的に
切断するか、又はフック材を基材に貼り付ける前若しくは貼り付けた後、フック材に、所
定の方向に連続する易切り裂き線を形成し、
　その後、フック材の切断の方向又は易切り裂き線の方向と交差する方向に、基材及びフ
ック材を引っ張り、基材を延伸させるとともにフック材を切断の位置又は易切り裂き線の
位置で分離し、分離部で分離された複数のフック材を有する連結領域を備えた連結用突出
部を製造する、
　ことを特徴とするテープタイプ使い捨ておむつの製造方法。
【００２４】
　（作用効果）
　このような手法により、分離部で分離された複数のフック材を有し、追従変形性に優れ
た連結領域を有する連結用突出部を容易に製造することができる。特に単一のフック材か
ら多数のフック材に分割する場合に好適である。
【発明の効果】
【００２５】
　以上のとおり、本発明によれば、フック材を有する連結用突出部を上下一対備えたテー
プタイプ使い捨ておむつにおいて、クロス止めしたときの連結領域の前後方向の追従変形
性が改善される、等の利点がもたらされる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】テープタイプ使い捨ておむつの展開状態の内面側を示す平面図である。
【図２】テープタイプ使い捨ておむつの展開状態の外面側を示す平面図である。
【図３】図１のiii－iii断面図である。
【図４】図１のiv－iv断面図である。
【図５】連結用突出部の拡大図である。
【図６】連結用突出部の拡大図である。
【図７】展開状態の連結領域の拡大図である。
【図８】装着状態の連結領域の拡大図である。
【図９】装着状態を示す斜視図である。
【図１０】装着状態を示す斜視図である。
【図１１】（ａ）易折り曲げ部が無い場合、及び（ｂ）易折り曲げ部がある場合の拡大断
面図である。
【図１２】展開状態の連結領域の拡大図である。
【図１３】易折り曲げ部の各種例を示す断面図である。
【図１４】連結用突出部の製造工程を概略的に示す断面図である。
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【図１５】連結用突出部の製造工程を概略的に示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の一実施形態について添付図面を参照しながら詳説する。
　図１～図７は、本発明に係るテープタイプ使い捨ておむつの一例を示しており、この使
い捨ておむつは、液不透過性シート１の内面と、透液性のトップシート２との間に、吸収
体３が介在された基本構造を有するものである。
【００２８】
　（吸収体）
　吸収体３としては、パルプ繊維の積繊体、セルロースアセテート等のフィラメントの集
合体、あるいは不織布を基本とし、必要に応じて高吸収性ポリマーを混合、固着等してな
るものを用いることができる。また、必要に応じて、吸収体３はクレープ紙（図示せず）
により包むことができる。また、吸収体３の形状は、図示のような砂時計形状の他、長方
形状等、適宜定めることができる。吸収体３におけるパルプ目付けは１００～５００ｇ／
ｍ2程度、厚みは１～１５ｍｍ程度であるのが望ましい。また、高吸収性ポリマーの目付
けは０～３００ｇ／ｍ2程度であるのが望ましい。
【００２９】
　（液不透過性シート）
　液不透過性シート１は、吸収体３の周囲より外側に延在しており、吸収体３に吸収され
た排泄物の裏面側への移動を遮断するものである。液不透過性シート１としては、ポリエ
チレンフィルム等のプラスチックフィルムの他、ムレ防止の点から遮水性を損なわずに透
湿性を備えたシートも用いることができる。この遮水・透湿性シートは、例えばポリエチ
レンやポリプロピレン等のオレフィン系樹脂中に無機充填材を溶融混練してシートを形成
した後、一軸又は二軸方向に延伸することにより得られる微多孔性シートを用いることが
できる。液不透過性シート１の単位面積あたりの重量は１３～４０ｇ／ｍ2であるのが好
ましく、厚みは０．０１～０．１ｍｍであるのが好ましい。
【００３０】
　おむつ外面を布のような外観、肌触りとするために、液不透過性シート１の裏面全体は
外装シート１２で覆われており、両シート１，１２の外周縁はおむつの外周縁まで及んで
いる。外装シート１２としては各種の不織布を用いることができるが、スパンボンド不織
布が好適である。外装シート１２は省略することもできる。
【００３１】
　（トップシート）
　トップシート２としては、有孔又は無孔の不織布や穴あきプラスチックシートなどが用
いられる。不織布を構成する素材繊維としては、ポリエチレン又はポリプロピレン等のオ
レフィン系、ポリエステル系、アミド系等の合成繊維の他、レーヨンやキュプラ等の再生
繊維、綿等の天然繊維を用いることができる。また、不織布の加工方法としては、スパン
レース法、スパンボンド法、ＳＭＳ法、サーマルボンド法、メルトブローン法、ニードル
パンチ法、エアスルー法、ポイントボンド法等の公知の方法を用いることができる。トッ
プシート２に用いる不織布の繊維目付けは１５～３０ｇ／ｍ2であるのが好ましく、厚み
は０．０５～１ｍｍであるのが好ましい。
【００３２】
　トップシート２は、吸収体３の周囲より外側に延在しており、吸収体３側縁より外側に
延在する部分が液不透過性シート１にホットメルト接着剤等により固着されている。なお
、図中の点模様は固着部分を表しているものである。
【００３３】
　（側部バリヤーシート）
　図３及び図４にも示されるように、物品内面の両側部（図示形態ではトップシート２の
側縁部表面からその側方に延在する液不透過性シート１の表面）には、側部バリヤーシー
ト４の幅方向外側の部分４ｘが前後方向全体にわたり貼り付けられている。側部バリヤー



(7) JP 6831204 B2 2021.2.17

10

20

30

40

50

シート４は、各種不織布（スパンボンド不織布が好適である）の他、液不透過性シートに
用いられるものと同様のプラスチックフィルム、又はこれらの積層シートを用いることが
できるが、肌への感触性の点で、撥水処理を施した不織布が好適である。側部バリヤーシ
ート４の幅方向中央側の部分４ｃは、前後方向両端部では物品内面（図示形態ではトップ
シート２表面）にホットメルト接着剤等の手段により固着されているが、これらの間の中
間部は非固定の自由部分となっており、この自由部分の先端部（展開状態における幅方向
中央側の端部）には、細長状弾性伸縮部材４Ｇが前後方向に沿って伸長した状態でホット
メルト接着剤等により固定されている。この細長状弾性伸縮部材４Ｇは図示例では所定の
間隔を空けて複数本設けられているが、一本でも良い。細長状弾性伸縮部材４Ｇ（他の細
長状弾性伸縮部材も同様）としては、糸状、紐状、帯状等に形成された天然ゴム又は合成
ゴム、具体的にはスチレン系ゴム、オレフィン系ゴム、ウレタン系ゴム、エステル系ゴム
、ポリウレタン、ポリエチレン、ポリスチレン、スチレンブタジエン、シリコーン、ポリ
エステル等、通常使用される素材を用いることができる。この自由部分は、細長状弾性伸
縮部材４Ｇの収縮力が作用する結果、図４に示されるように、物品内面（図示形態ではト
ップシート２表面）に対して起立する側部バリヤーを構成する。この起立部分の基端４ｂ
は側部バリヤーシート４における幅方向外側の固定部分４ｘと内側の部分４ｃとの境に位
置する。なお、図１中の右斜め上がりの斜線部分は側部バリヤーシート４の固着部分を示
している。
【００３４】
　（フラップ部等）
　使い捨ておむつ１００の前後方向両端部では、液不透過性シート１、外装シート１２、
トップシート２及び側部バリヤーシート４が吸収体３の前後端よりも前後両側にそれぞれ
延在され、吸収体３の存在しないエンドフラップ部ＥＦが形成されている。一方、使い捨
ておむつ１００の左右両側部では、液不透過性シート１、外装シート１２、トップシート
２及び側部バリヤーシート４が吸収体３の側縁よりも側方にそれぞれ延在され、吸収体３
の存在しないサイドフラップ部が形成されている。サイドフラップ部のうち腹側部分Ｆの
ウエスト側部分及び背側部分Ｂのウエスト側部分にそれぞれ位置する部分は、それらの間
の中間部分よりも側方に延出されており、これらの部分が、おむつの胴周り部分となるウ
エスト側サイドフラップ部ＳＦとなる。
【００３５】
　また、使い捨ておむつ１００は、前後方向において、両側縁（脚開口の縁となる部分）
Ｌｅが脚周りに沿う括れ曲線状をなす範囲として定まる股部Ｃと、この股部Ｃの前側及び
後側にそれぞれ延出する部分であって、且つ両側縁が前後方向に沿う直線状をなす、腹側
胴周り部ＴＦ及び背側胴周り部ＴＢとを有する。
【００３６】
　（連結用突出部）
　背側胴周り部ＴＢには、その側縁からそれぞれ突出する連結パネル５が取り付けられる
とともに、腹側胴周り部ＴＦの表面に幅方向に沿ってフロントターゲットテープ６が貼り
付けられている。連結パネル５は、背側胴周り部ＴＢにおけるシート間にホットメルト接
着剤等の手段により固定された固定部５ｆと、背側胴周り部ＴＢの側縁のシート間から幅
方向外側に突出する本体部５ｅとを有しており、本体部５ｅの前後方向中間に設けられた
ミシン目１０を切り離すことによりウエスト側の連結用突出部５１及び脚周り側の連結用
突出部５２に分離できるようになっている。
【００３７】
　図６に示す形態のように、ミシン目１０により分割するのではなく、予め切断等により
ウエスト側の連結用突出部５１及び脚周り側の連結用突出部５２が個別に形成されていて
もよく、また図示しないが、別々に形成された連結用突出部５１，５２がウエスト側の部
位及び脚周り側の部位にそれぞれ取り付けられていても良い。
【００３８】
　ウエスト側の連結用突出部５１及び脚周り側の連結用突出部５２の内面には、腹側部分
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Ｆの外面に着脱自在に連結されるフック材９を有する連結領域５ｃが設けられている。図
１に示す形態では、連結領域５ｃは、ウエスト側の連結用突出部５１及び脚周り側の連結
用突出部５２の先端部にのみ設けられているが、図６に示すように、幅方向に間隔を空け
て複数個所に設けることもできる。フック材９は、メカニカルファスナー（面ファスナー
）の雄材であり、シート状の基部９ｂと、この基部９ｂの表面から突出する多数のピン９
ｐ（フック状突起）とを有するものである（図１１、図１３参照）。フロントターゲット
テープ６はピンが着脱可能に引っ掛かるループ６ｒ（図１１参照）を表面に多数有するも
のであり、メカニカルファスナー（面ファスナー）の雌材が好適に用いられるが、本形態
のように外装シート１２に不織布を用いる場合には、この不織布の繊維がループとして機
能するため、フロントターゲットテープ６を省略することもできる。
【００３９】
　連結パネル５は、十分な強度を有する不織布、特に複数層の不織布を積層したシート、
ポリラミ不織布を好適に用いることができる。
【００４０】
　図５に示す形態のように、ウエスト側の連結用突出部５１及び脚周り側の連結用突出部
５２は、本体部５ｅが幅方向に弾性伸縮する伸縮部を有していてもよい。伸縮部を形成す
るための手法は特に限定されず、例えば伸縮不織布やゴムシート等のようにそれ自体で弾
性伸縮する素材で連結用突出部を形成することもできるが、図示形態では、各連結用突出
部５１，５２の本体部５ｅのうち幅方向の少なくとも一部分を、第１のシートと第２のシ
ートとを貼り合わせて形成するとともに、第１のシートと第２のシートとの間に弾性伸縮
部材２０を固定することにより、伸縮可能としている。弾性伸縮部材２０としては、細長
状のものの他、シート状のものも用いることができる。
【００４１】
　特徴的には、図７に示すように、ウエスト側の連結用突出部５１の連結領域５ｃは、先
端側に向かって斜め上向きに連続する易折り曲げ部７を有しており、脚周り側の連結用突
出部５２の連結領域５ｃは、先端側に向かって斜め下向きに連続する易折り曲げ部７を有
している。このため、図９に示すように、ウエスト側の連結用突出部５１を斜め下向きに
、かつ脚周り側の連結用突出部５２を斜め上向きにしてフロントターゲットテープ６に連
結したとき、特に図１０に示すようにクロス止めしたとき、図８に示すようにウエスト側
の連結用突出部５１の連結領域５ｃの易折り曲げ部７、及び脚周り側の連結用突出部５２
の連結領域５ｃの易折り曲げ部７がともに、幅方向又はそれに近い傾斜方向に沿う配置と
なるため、図１１（ｂ）に点線で囲んで示すように、連結領域５ｃが前後方向変化に追従
して折れ曲がりやすくなる。よって、クロス止めした装着状態で、腹部を折り曲げ、腹側
部分Ｆにおけるフック材９の連結領域５ｃに幅方向に延びる皺が発生したときでも、連結
領域５ｃが腹側部分Ｆの皺に追従して変形しやすくなり、フック材９の部分的剥離が発生
しにくくなる。
【００４２】
　易折り曲げ部７はその連続方向と交差する方向に間隔を空けて複数本設けることが好ま
しいが、一本のみとすることもできる。易折り曲げ部７の太さ、間隔は適宜定めることが
できるが、通常の場合、易折り曲げ部７の連続方向と直交する方向における易折り曲げ部
７の太さ７ｗは０～５ｍｍ程度とすることが好ましく、易折り曲げ部７の連続方向と直交
する方向における間隔７ｄは１～１０ｍｍ、特に３～５ｍｍとすることが好ましい。易折
り曲げ部７の太さ７ｗは連続方向に一定であっても、変化してもよい。また、易折り曲げ
部７は直線的に延びていることが好ましいが、曲線的に延びていてもよい。易折り曲げ部
７を複数本設ける場合、すべての易折り曲げ部７の太さ７ｗ、間隔７ｄを同じとするほか
、異なるものとすることもできる。
【００４３】
　易折り曲げ部７の傾斜角度は、連結用突出部５１，５２の突出長さ等に応じて適宜定め
れば良いが、通常の場合、幅方向に対する鋭角側交差角θ（易折り曲げ部７が曲線的に延
びている場合は接線との交差角）が３０～６０度であると、クロス止めしたときに易折り
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曲げ部７が幅方向に近くなりやすくなる。易折り曲げ部７を複数本設ける場合、すべての
易折り曲げ部７の傾斜角度を同じ（平行）とするほか、異なるものとすることもできる。
【００４４】
　図１２に示すように、ウエスト側の連結用突出部５１の連結領域５ｃ及び脚周り側の連
結用突出部５２の連結領域５ｃは、斜め方向の易折り曲げ部７に加えて、幅方向に沿って
連続する易折り曲げ部７を有しているのも好ましい形態である。このような幅方向に沿っ
て連続する易折り曲げ部７を有することにより、クロス止めせずに、ほぼ幅方向に沿う姿
勢で連結用突出部５１，５２を腹側部分Ｆに連結したときでも、連結領域５ｃの前後方向
の追従変形性が良好となる。ただし、易折り曲げ部７が様々方向に延びていると、連結領
域５ｃの剛性が低くなるため、使用者によってはフロントターゲットテープ６に対して固
定しにくくなるおそれがある。よって、図示形態のように、斜め上向きに連続する易折り
曲げ部７、斜め下向きに連続する易折り曲げ部７、及び幅方向に沿って連続する易折り曲
げ部７以外の方向に沿う易折り曲げ部７を有しないのも好ましい。
【００４５】
　易折り曲げ部７は、連結領域５ｃが折り曲がりやすくなる部分であり、例えば図７に示
すように、フック材９が複数の部分に分離された分離部９ｄが位置する部分とすることが
できる。この場合、複数のフック材９が易折り曲げ部７の連続方向と直交する方向に間隔
を空けて又は空けずに並び、図１１にも示されるように、隣接するフック材９の間の部分
が易折り曲げ部７となる。易折り曲げ部７がこのようなフック材９の分離部９ｄであると
、追従変形性に優れるため好ましい。
【００４６】
　図１３に示すように、易折り曲げ部７は、フック材９に形成された薄肉部９ｔが位置す
る部分とすることもできる。この場合、フック材９を細かく分割する必要がないため、製
造が容易となる利点がある。図１３（ａ）に示される形態は、フック材９の基部９ｂに一
方の面から厚み方向の途中まで切り込みｃｔを入れることにより薄肉部９ｔを形成したも
のであり、図１３（ｂ）に示される形態は、フック材９の基部９ｂに対して両面からほぼ
同じ位置に切り込みｃｔを入れることにより薄肉部９ｔを形成したものである。また、図
１３（ｃ）に示される形態は、エンボス加工によりフック材９の基部９ｂに一方の面から
厚み方向の途中まで窪む溝ｅｂを形成することにより薄肉部９ｔを形成したものであり、
図１３（ｄ）に示される形態は、エンボス加工によりフック材９の基部９ｂに両面から窪
む溝ｅｂを同じ位置に形成することにより薄肉部９ｔを形成したものである。図１３（ｅ
）に示される形態は、フック材９の基部９ｂを二層構造とし、ピン９ｐを有する側の層９
ｂ１を複数の部分に分離することにより、分離部９ｄ分が薄肉部９ｔとなっている形態で
ある。
【００４７】
　他方、上述の分離部９ｄによる易折り曲げ部７を備えた連結用突出部５１，５２は、以
下のように製造すると、製造が容易となるため好ましい。すなわち、図１４（ａ）に示す
ように、まず、連結用突出部５１，５２を形成する基材８にフック材９を貼り付ける。そ
して、基材８への貼り付け後に、基材８を切断せずにフック材９のみを所定方向に連続的
に切断する。これにより分離部９ｄが形成される、その後、図１４（ｂ）にも示すように
、フック材９の切断の方向と交差する方向に、基材８及びフック材９を引っ張り、基材８
を延伸させるとともにフック材９を切断の位置で離間することにより、分離部９ｄが離間
した複数のフック材９を有する連結領域５ｃを備えた連結用突出部５１，５２を製造する
ことができる。
【００４８】
　図１５（ａ）は、斜め方向に沿う切断により分離部９ｄを形成する形態の例であり、前
述の図７等に示す形態の易折り曲げ部７の製造を想定したものである。
　図１５（ｂ）は、斜め方向及び幅方向に沿う切断により分離部９ｄを形成する形態の例
であり、前述の図１２等に示す形態の易折り曲げ部７の製造を想定したものである。
　図１５（ｃ）は、幅方向に沿う切断により分離部９ｄを形成する形態の例である。
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【００４９】
　この場合、基材には、無延伸ポリプロピレン（ＣＰＰ）や、低密度ポリエチレン（ＬＤ
ＰＥ）等、延伸性に優れる物質からなるシートを用いることが好ましい。
【００５０】
　図示しないが、基材８への貼り付け後にフック材９を切断するのではなく、基材８への
貼り付け前若しくは貼り付け後に、フック材９に所定方向に連続する易切り裂き線を形成
し、その後の延伸により易切り裂き線でフック材９を複数の部分に分割することもできる
。易切り裂き線は、他の部分より切り裂きやすい部分であり、ミシン目又は厚み方向全体
にわたらない切り込みを意味する。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
　本発明は、上記例のようにテープタイプ使い捨ておむつに利用できるものである。
【符号の説明】
【００５２】
　１…液不透過性シート、２…トップシート、３…吸収体、４…側部バリヤーシート、５
…連結パネル、５ｃ…連結領域、５ｅ…本体部、５１，５２…連結用突出部、５２…脚周
り側の連結用突出部、５１…ウエスト側の連結用突出部、６…ターゲットテープ、７…易
折り曲げ部、９ｄ…分離部、９ｔ…薄肉部、８…基材、９…フック材、１０…ミシン目、
１２…外装シート、２０…弾性伸縮部材、Ｆ…腹側部分、Ｂ…背側部分。
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